
HB ワクチン定期接種開始（2016 年 10 月）に際して 

出産した母親に産科医から通知して頂きたい情報提供について 

 

 2016年10月から念願であったB型肝炎ワクチンの定期接種が開始予定です。生後2,3,7-8

ヶ月の 3 回接種が標準的であり、同居者に HB キャリアがいれば出生直後から接種可能で

す。対象者は 2016 年 4 月 1 日以降に出生した児に限定され、１才までが適応となります。 

 

 しかし、この情報が４月１日以降に出産した母親に十分には浸透していません。８月以

降に出生した児は 10 月から標準的定期接種を受けられますが、７月までに出生した児は接

種情報を知らずしかも 1 才までの制限があるため定期接種漏れとなる可能性があります。 

 

 そこで、以下の情報を産科医から４月 1 日以降に出産した母親に周知することを是非お

願い致したく依頼します。 

 

① 10 月から HB ワクチン定期接種が始まるので児を小児科に受診させて欲しい。 

② 4 月から７月までに出生した児は標準的な HB ワクチンの定期接種が実施できないので、

生後 2 ヶ月に任意接種で第 1 回の HB ワクチンを受けるか、10 月まで初回接種を待つ

のであれば、できる限り早く接種し、1 才までに 3 回の接種を終了するようにしてくだ

さい。（3 回目が 1 才を過ぎれば、任意接種で費用は自己負担になります。） 

③ 同居者に HB キャリアがいれば、出生直後、1 ヶ月、6 ヶ月のワクチン接種が望まれま

す。10 月からこの対応は可能となりますが、それまでは任意接種となります。 

④ 2,016 年 3 月以前に出生した児は今回の定期接種の対象とならないので、もし兄弟が該

当するのであれば 3 回の HB ワクチン任意接種が望まれます。 

⑤ HB キャリア母体から出生した児は今回の定期接種の対象外で、これまで通り保険医療

で出生直後からグロブリン・ワクチン接種が開始されます。 
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